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町田地域産業保健センター案内図�

至相模大野�
ＪＲ横浜線� ＪＲ町田駅�

町田街道�

市民病院�

●�
町
田�

市
民
病
院�

●
町
田
市
役
所�

●
合
同
庁
舎�

●交番�

小
田
急
線�

小
田
急
町
田
駅�

滝
ノ
沢
交
差
点�

森
野
３
丁
目�

至
八
王
子�

バス�
ターミナル�

町田地域産業保健センター�
（町田市医師会館内）�

旭
町
交
差
点�

森
野
交
差
点�

２００１．５．１１（４）

町
田
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー

応

援

し

ま

す

職
場
の
い
き
い
き
健
康

同
セ
ン
タ
ー
は
、
産
業
医
の
い

な
い
小
規
模
事
業
場
に
対
し
て
産

業
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い

ま
す
。

セ
ン
タ
ー
の
医
師
や
保
健
婦

が
、
事
業
者
や
労
働
者
の
皆
さ
ん

の
健
康
相
談
を
受
け
た
り
、
事
業

所
を
訪
問
し
て
、
健
康
診
断
結
果

に
基
づ
い
た
健
康
管
理
指
導
を
行

い
ま
す
。

こ
の
事
業
は
国
が
町
田
市
医
師

会
に
委
託
し
て
実
施
し
て
い
る
も

の
で
、
相
談
料
は
無
料
で
す
。
相

談
内
容
や
指
導
内
容
に
つ
い
て

は
、
秘
密
を
厳
守
し
ま
す
。

�問
町
田
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー

�
７
２
２
・
９
８
７
７
（
森
野
３

―
１３
―
２０
）、
健
康
課
�
７
２
５

・
５
４
７
１

２
０
０
１
年
度
・
私
立
学
校
等

保
護
者
補
助
金
の

申
請
受
付
開
始

市
で
は
、
私
立
の
小
・
中
学
校
、

及
び
外
国
人
を
対
象
と
し
て
教
育

を
行
う
学
校
の
児
童
・
生
徒
の
保

護
者
に
、
負
担
の
軽
減
を
図
る
た

め
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○
対
象

次
の
�１
〜
�３
全
て
に
該

当
す
る
方
―
�１
２
０
０
１
年
５
月

１
日
現
在
、
町
田
市
に
住
民
登
録

ま
た
は
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る

方
�２
私
立
の
小
・
中
学
校
（
盲
・

ろ
う
・
養
護
学
校
の
小
・
中
学
部

を
含
む
）ま
た
は
外
国
人
学
校（
学

校
教
育
法
に
定
め
る
各
種
学
校
の

う
ち
小
・
中
学
校
に
相
当
す
る
も

の
）
に
在
学
す
る
児
童
・
生
徒
の

保
護
者
�３
授
業
料
を
納
付
し
て
い

る
方

○
補
助
金
額

児
童
・
生
徒
１
人

に
つ
き
年
額
５
０
０
０
円
（
口
座

振
込
）

○
申
し
込
み

申
請
書
（
総
務
課

�
市
役
所
３
階
、
南
・
な
る
せ
駅

前
・
鶴
川
・
忠
生
・
堺
の
各
市
民

セ
ン
タ
ー
、
玉
川
学
園
文
化
・
木

曽
山
崎
・
小
山
の
各
セ
ン
タ
ー
、

市
民
課
駅
前
連
絡
所
に
あ
り
ま

す
）に
記
入
し
、５
月
３１
日
ま
で
に

総
務
課（
�
７
２
４
・
２
１
０
４
）

へ
提
出
し
て
下
さ
い（
郵
送
可
）。

※
各
市
民
セ
ン
タ
ー
等
で
は
申
請

書
の
受
け
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
。

児
童
育
成
手
当

児
童
育
成
手
当
は
母
子
・
父
子

家
庭
等
の
方
を
対
象
と
し
た
手
当

で
す
。

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
方
、
昨

年
度
所
得
超
過
等
で
資
格
喪
失
し

た
方
は
お
早
め
に
手
続
き
を
し
て

下
さ
い
。な
お
、手
当
の
支
給
は
申

請
の
翌
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

【
児
童
育
成
手
当
�
月
額
１
万
３

５
０
０
円
】

父
ま
た
は
母
が
死
亡
、
離
婚
、

重
度
の
障
害
、
生
死
不
明
、
１
年

以
上
の
遺
棄
、
法
令
に
よ
る
１
年

以
上
の
拘
禁
等
、
ま
た
は
、
婚
姻

に
よ
ら
な
い
で
出
生
、
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
昭
和
５８
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童
を
扶
養

し
て
い
る
方

【
児
童
育
成
手
当
の
障
害
手
当
�

月
額
１
万
５
５
０
０
円
】

心
身
に
障
害
が
あ
り
、
そ
の
程

度
が
身
体
障
害
者
手
帳
１
、２
級
、

愛
の
手
帳
１
〜
３
度
、脳
性
マ
ヒ
、

進
行
性
筋
萎
縮
症
―
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
２０
歳
未
満
の
児
童
を

扶
養
し
て
い
る
方

※
こ
れ
ら
の
手
当
に
は
、
所
得
制

限
（
上
表
）
が
あ
り
ま
す
（
児
童

育
成
手
当
の
所
得
限
度
額
は
５
月

申
請
分
か
ら
改
正
さ
れ
ま
し
た
）。

手
当
の
申
請
に
は
、
預
金
通
帳

（
郵
便
局
以
外
）
の
ほ
か
、
身
体

障
害
者
手
帳
、
愛
の
手
帳
、
診
断

書
の
い
ず
れ
か
が
必
要
で
す
。

※
平
成
１３
年
１
月
２
日
以
降
に
町

田
市
に
転
入
し
た
方
は
所
得
証
明

書
が
必
要
で
す
。
後
日
提
出
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

�問
児
童
福
祉
課
�
７
２
４
・
２
１

３
９市

町
村
障
害
者

生
活
支
援
事
業

【
介
助
講
習
会
・
同
性
介
助
を
考

え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

介
助
の
あ
り
方
の
一
つ
と
し

て
、
同
性
介
助
に
つ
い
て
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
及
び
介
助
実

習
を
通
し
、み
ん
な
で
考
え
ま
す
。

○
対
象

障
害
者
の
介
助
に
関
心

が
あ
る
方

○
日
時

５
月
２７
日
（
日
）
午
前

１１
時
〜
午
後
４
時
（
受
付
は
１０
時

４５
分
か
ら
）

○
会
場

市
民
ホ
ー
ル
会
議
室

○
定
員

５０
人
（
申
し
込
み
順
）

○
申
し
込
み

電
話
で
５
月
２１
日

ま
で
に
町
田
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
市
町
村
障
害
者
生
活
支
援

事
業
部（
�
７
２
４
・
８
６
１
６
）

へ
。

�問
障
害
福
祉
課
�
７
２
４
・
２
１

４
８

市
内
の
中
小
企
業
者
（
市
内
で

１
年
以
上
同
一
の
事
業
を
営
ん
で

い
る
法
人
ま
た
は
個
人
）
の
事
業

資
金
の
調
達
の
た
め
、
市
と
取
扱

金
融
機
関
と
の
提
携
及
び
信
用
保

証
機
関
の
協
力
に
よ
り
実
施
す
る

も
の
で
す
。

取
り
扱
い
は
次
の
金
融
機
関
の

町
田
市
内
に
あ
る
支
店
で
行
っ
て

い
ま
す
。

○
取
扱
金
融
機
関

八
千
代
・
横

浜
・
三
井
住
友
・
富
士
・
第
一
勧

業
・
東
京
都
民
・
あ
さ
ひ
・
大
和

・
東
日
本
の
各
銀
行
、
城
南
・
横

浜
・
東
調
布
の
各
信
用
金
庫
、
町

田
市
農
業
協
同
組
合（
個
人
の
み
、

融
資
限
度
額
８
０
０
万
円
）

※
金
融
機
関
、
信
用
保
証
機
関
の

審
査
に
よ
り
、
融
資
で
き
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。

�問
商
工
観
光
課
�
７
２
４
・
２
１

２
９

５
月
１２
日
は
、
民
生
委
員
制
度

の
始
ま
り
と
さ
れ
る
済
世
顧
問
制

度
が
岡
山
県
で
誕
生
し
た
日
で

す
。
民
生
・
児
童
委
員
は
、
割
り

当
て
ら
れ
た
区
域
の
中
で
、
生
活

に
困
っ
た
方
、体
の
不
自
由
な
方
、

高
齢
者
、
児
童
の
問
題
等
で
悩
み

を
お
持
ち
の
方
か
ら
様
々
な
相
談

に
応
じ
、
相
談
者
と
共
に
問
題
の

解
決
に
あ
た
り
、
そ
の
問
題
に
ふ

さ
わ
し
い
公
的
機
関
な
ど
を
紹
介

し
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
や
妊
産

婦
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ

た
り
、
地
域
で
青
少
年
の
健
全
育

成
活
動
を
専
門
に
担
当
す
る
民
生

・
児
童
委
員
と
し
て
、
主
任
児
童

委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

現
在
２
２
７
人
の
民
生
・
児
童

委
員
が
市
内
で
９
地
区
に
わ
か
れ

「
地
区
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議

会
」
を
設
置
し
、
研
修
活
動
な
ど

を
通
し
て
学
ん
だ
技
術
を
生
か

し
、
隣
人
愛
の
精
神
を
信
条
と
し

地
域
で
の
福
祉
活
動
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

平
成
１２
年
度
に
は
民
生
委
員
法

が
改
正
さ
れ
、
民
生
・
児
童
委
員

は
よ
り
住
民
の
立
場
に
立
っ
た
活

動
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
活
動
に
は
、
個
人
の
人
格
の

尊
重
や
秘
密
の
保
持
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
相
談
者
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
は
慎
重

に
取
り
扱
い
ま
す
。
身
近
な
相
談

相
手
と
し
て
お
気
軽
に
ご
利
用
下

さ
い
。

�問
福
祉
総
務
課
�
７
２
４
・
２
５

３
７

長
野
県
川
上
村
に
あ
る
自
然
休

暇
村
の
夏
季
利
用
の
受
付
を
行
い

ま
す
。
利
用
は
２
泊
３
日
単
位
と

な
り
ま
す
。

○
利
用
で
き
る
方

市
内
在
住
、

在
勤
の
方
と
そ
の
家
族

○
施
設
・
利
用
料
金

【
本
館
�

和
室
１０
畳
１８
室
。
定
員
６
人
】
１

室
１
泊
８
０
０
０
円
【
キ
ャ
ビ
ン

�
１０
棟
。
台
所
、
浴
室
、
ト
イ
レ

付
き
で
定
員
５
人
】Ａ
タ
イ
プ（
和

室
８
畳
）
�
１
棟
１
泊
５
０
０
０

円
▽
Ｂ
タ
イ
プ
（
ベ
ッ
ト
ル
ー
ム

式
）
�
同
４
０
０
０
円
▽
Ｃ
タ
イ

プ
（
和
室
６
畳
）
�
同
４
０
０
０

円※
本
館
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
朝
夕
２

食
２
０
０
０
円
で
召
し
上
が
れ
ま

す
（
予
約
制
）。

○
申
し
込
み

往
復
ハ
ガ
キ
に

「
自
然
休
暇
村
夏
季
利
用
申
し
込

み
」
と
書
き
、
�１
利
用
施
設
の
別

（
本
館
ま
た
は
キ
ャ
ビ
ン
）
�２
利

用
希
望
日
（
左
上
表
の
番
号
）
�３

利
用
予
定
人
数
�４
代
表
者
の
住
所

・
氏
名
・
電
話
番
号
・
在
勤
の
方

は
そ
の
旨
を
明
記
し
、
５
月
２３
日

ま
で
（
必
着
）
に
大
地
沢
青
少
年

セ
ン
タ
ー
・
自
然
休
暇
村
担
当（
〒

１９４
―
０
０
２
２
、
森
野
１
―
３３
―

１０
、
森
野
分
庁
舎
内
、
�
７
２
４

・
２
１
３
１
）
へ
。
結
果
は
全
員

に
通
知
し
ま
す
。

※
１
家
族
（
１
グ
ル
ー
プ
）
１
室

１
泊
と
、
重
複
申
し
込
み
や
、
第

２
希
望
の
申
し
込
み
は
無
効
で

す
。

※
返
信
用
に
も
あ
て
先
を
書
い
て

下
さ
い
。

※
キ
ャ
ビ
ン
の
タ
イ
プ
別
及
び
本

館
の
部
屋
は
抽
選
順
位
に
よ
っ
て

指
定
し
ま
す
。

※
一
次
募
集
に
当
選
さ
れ
た
方
の

二
次
募
集
の
申
し
込
み
は
で
き
ま

せ
ん
。

市
で
は
、
木
造
住
宅
を
所
有
す

る
個
人
の
方
が
住
宅
の
耐
震
診
断

を
行
う
際
に
、
そ
の
診
断
に
要
す

る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
。

○
助
成
対
象
住
宅

市
内
に
あ
る

木
造
２
階
建
て
以
下
の
住
宅
（
延

べ
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
を
住

宅
の
用
途
に
供
す
る
も
の
を
含

む
）
で
、
１
９
８
１
年
（
昭
和
５６

年
）
以
前
に
建
築
さ
れ
た
も
の

○
助
成
金
額

耐
震
診
断
に
要
す

る
費
用
の
２
分
の
１
以
内
で
１０
万

円
を
限
度
と
し
て
助
成

○
助
成
の
申
請

耐
震
診
断
を
行

う
前
に
「
町
田
市
木
造
住
宅
耐
震

診
断
助
成
金
交
付
申
請
書
」
を
提

出
し
て
下
さ
い
。
詳
し
く
は
、
建

築
指
導
課
（
�
７
２
４
・
２
１
６

１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

ごご利利用用下下ささいい

中小企業
融資制度

町田市中小企業融資制度概要
保 証 人

個人…１人以上
法人…２人以上
（うち１人は代表者個人
の連帯保証を必要）
ただし、緊急資金の申し
込みをする小規模企業の
方で、現在小規模企業特
別資金を返済中の場合
個人…原則不要
法人…代表者個人

個人…原則不要
法人…代表者個人

※現在、この制度を利用している方も、緊急資金の申し込みができます。ただし、緊急
資金の返済中に緊急資金の申し込みはできません。
※この制度は、信用保証機関（保証協会または基金協会）の保証が必要です。
また、信用保証機関の指示により上表の他に保証人を要することもあります。
※保証協会または基金協会の保証料の１／２を融資時に補助します。（ ）内利率によ
る額を年２回に分け補助します。

融資期間・返済方法

５年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済

７年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済

７年以内（１２か
月の据置期間を
含む）割賦返済

５年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済

利 率

年利
２．７％
（２．０）

年利
３．０％
（２．３）

年利
２．７％
（２．０）

限 度 額

１，０００万円

５００万円

種 類

運 転 資 金

設 備 資 金

店 舗 改 造 資 金

公 害 防 止 資 金

緊 急 資 金

小規模企業特別資金

自
然
休
暇
村

夏
季
利
用
案
内

５月１２日は
「民生・児童
委員の日」

木造住宅の
耐震診断を
しませんか

自然休暇村夏季期間（２泊３日単位）
キ ャ ピ ン
７／２１～２３
２３～２５
２５～２７
２７～２９
２９～３１

３１～８／２
８／２～４

４～６
６～８
８～１０
１０～１２
１２～１４
１４～１６
１６～１８
１８～２０
２０～２２
２２～２４
２４～２６
２６～２８
２８～３０

３０～９／１

番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１

本 館
７／２０～２２
２２～２４
２４～２６
２６～２８
２８～３０

３０～８／１
８／１～３

３～５
５～７
７～９
９～１１
１１～１３
１３～１５
１５～１７
１７～１９
１９～２１
２１～２３
２３～２５
２５～２７
２７～２９
２９～３１

番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１

平成１３年度（平成１２年中）所得限度額表（円）

育 成 手 当

３，５４９，０００
３，９２９，０００
４，３０９，０００
４，６８９，０００
５，０６９，０００
５，４４９，０００

※扶養人数とは、１２年中の税法上の扶養
人数です。

※この表の金額と比べるのは、あなたの
所得（源泉徴収票の給与所得控除後の
金額）から一定の控除額を引いた金額
です。

手当名
扶養人数

０人
１人
２人
３人
４人
５人


